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廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

案

参

照

条

文

◎

廃

棄

物

の

処

理

及

び

清

掃

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

七

号

）

（

抄

）

（

定

義

）

第

二

条

（

略

）

２

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

一

般

廃

棄

物

」

と

は

、

産

業

廃

棄

物

以

外

の

廃

棄

物

を

い

う

。

３

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

特

別

管

理

一

般

廃

棄

物

」

と

は

、

一

般

廃

棄

物

の

う

ち

、

爆

発

性

、

毒

性

、

感

染

性

そ

の

他

の

人

の

健

康

又

は

生

活

環

境

に

係

る

被

害

を

生

ず

る

お

そ

れ

が

あ

る

性

状

を

有

す

る

も

の

と

し

て

政

令

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。

４

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

産

業

廃

棄

物

」

と

は

、

次

に

掲

げ

る

廃

棄

物

を

い

う

。

一

事

業

活

動

に

伴

つ

て

生

じ

た

廃

棄

物

の

う

ち

、

燃

え

殻

、

汚

泥

、

廃

油

、

廃

酸

、

廃

ア

ル

カ

リ

、

廃

プ

ラ

ス

チ

ッ

ク

類

そ

の

他

政

令

で

定

め

る

廃

棄

物

二

輸

入

さ

れ

た

廃

棄

物

（

前

号

に

掲

げ

る

廃

棄

物

、

船

舶

及

び

航

空

機

の

航

行

に

伴

い

生

ず

る

廃

棄

物

（

政

令

で

定

め

る

も

の

に

限

る

。

第

十

五

条

の

四

の

三

第

一

項

に

お

い

て

「

航

行

廃

棄

物

」

と

い

う

。

）

並

び

に

本

邦

に

入

国

す

る

者

が

携

帯

す

る

廃

棄

物

（

政

令

で

定

め

る

も

の

に

限

る

。

同

項

に

お

い

て

「

携

帯

廃

棄

物

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

５

こ

の

法

律

に

お

い

て

「

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

」

と

は

、

産

業

廃

棄

物

の

う

ち

、

爆

発

性

、

毒

性

、

感

染

性

そ

の

他

の

人

の

健

康

又

は

生

活

環

境

に

係

る

被

害

を

生

ず

る

お

そ

れ

が

あ

る

性

状

を

有

す

る

も

の

と

し

て

政

令

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。

６

（

略

）

（

市

町

村

の

処

理

等

）
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第

六

条

の

二

（

略

）

２

市

町

村

が

行

う

べ

き

一

般

廃

棄

物

（

特

別

管

理

一

般

廃

棄

物

を

除

く

。

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

収

集

、

運

搬

及

び

処

分

に

関

す

る

基

準

（

当

該

基

準

に

お

い

て

海

洋

を

投

入

処

分

の

場

所

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

一

般

廃

棄

物

を

定

め

た

場

合

に

お

け

る

当

該

一

般

廃

棄

物

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

投

入

の

場

所

及

び

方

法

が

海

洋

汚

染

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

四

十

五

年

法

律

第

百

三

十

六

号

）

に

基

づ

き

定

め

ら

れ

た

場

合

に

お

け

る

そ

の

投

入

の

場

所

及

び

方

法

に

関

す

る

基

準

を

除

く

。

以

下

「

一

般

廃

棄

物

処

理

基

準

」

と

い

う

。

）

並

び

に

市

町

村

が

一

般

廃

棄

物

の

収

集

、

運

搬

又

は

処

分

を

市

町

村

以

外

の

者

に

委

託

す

る

場

合

の

基

準

は

、

政

令

で

定

め

る

。

３

～

５

（

略

）

６

事

業

者

は

、

一

般

廃

棄

物

処

理

計

画

に

従

つ

て

そ

の

一

般

廃

棄

物

の

運

搬

又

は

処

分

を

他

人

に

委

託

す

る

場

合

そ

の

他

そ

の

一

般

廃

棄

物

の

運

搬

又

は

処

分

を

他

人

に

委

託

す

る

場

合

に

は

、

そ

の

運

搬

に

つ

い

て

は

第

七

条

第

十

二

項

に

規

定

す

る

一

般

廃

棄

物

収

集

運

搬

業

者

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

者

に

、

そ

の

処

分

に

つ

い

て

は

同

項

に

規

定

す

る

一

般

廃

棄

物

処

分

業

者

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

者

に

そ

れ

ぞ

れ

委

託

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

７

事

業

者

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

そ

の

一

般

廃

棄

物

の

運

搬

又

は

処

分

を

委

託

す

る

場

合

に

は

、

政

令

で

定

め

る

基

準

に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

一

般

廃

棄

物

処

理

業

）

第

七

条

（

略

）

２

～

４

（

略

）

５

市

町

村

長

は

、

第

一

項

の

許

可

の

申

請

が

次

の

各

号

に

適

合

し

て

い

る

と

認

め

る

と

き

で

な

け

れ

ば

、

同

項

の

許

可

を

し

て

は

な

ら

な

い

。
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一

～

三

（

略

）

四

申

請

者

が

次

の

い

ず

れ

に

も

該

当

し

な

い

こ

と

。

イ

～

ホ

（

略

）

ヘ

ホ

に

規

定

す

る

期

間

内

に

第

七

条

の

二

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

一

般

廃

棄

物

若

し

く

は

産

業

廃

棄

物

の

収

集

若

し

く

は

運

搬

若

し

く

は

処

分

の

事

業

の

い

ず

れ

か

の

事

業

の

全

部

の

廃

止

の

届

出

又

は

浄

化

槽

法

第

三

十

八

条

第

五

号

に

該

当

す

る

旨

の

同

条

の

規

定

に

よ

る

届

出

が

あ

つ

た

場

合

に

お

い

て

、

ホ

の

通

知

の

日

前

六

十

日

以

内

に

当

該

届

出

に

係

る

法

人

（

当

該

事

業

の

廃

止

に

つ

い

て

相

当

の

理

由

が

あ

る

法

人

を

除

く

。

）

の

役

員

若

し

く

は

政

令

で

定

め

る

使

用

人

で

あ

つ

た

者

又

は

当

該

届

出

に

係

る

個

人

（

当

該

事

業

の

廃

止

に

つ

い

て

相

当

の

理

由

が

あ

る

者

を

除

く

。

）

の

政

令

で

定

め

る

使

用

人

で

あ

つ

た

者

で

、

当

該

届

出

の

日

か

ら

五

年

を

経

過

し

な

い

も

の

ト

・

チ

（

略

）

リ

法

人

で

そ

の

役

員

又

は

政

令

で

定

め

る

使

用

人

の

う

ち

に

イ

か

ら

ト

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

の

あ

る

も

の

ヌ

個

人

で

政

令

で

定

め

る

使

用

人

の

う

ち

に

イ

か

ら

ト

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

の

あ

る

も

の

６

～

（

略

）

1 6

（

一

般

廃

棄

物

の

広

域

的

処

理

に

係

る

特

例

）

第

九

条

の

九

環

境

省

令

で

定

め

る

一

般

廃

棄

物

の

広

域

的

な

処

理

を

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

（

当

該

処

理

を

他

人

に

委

託

し

て

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

を

含

む

。

）

は

、

環

境

省

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

に

も

適

合

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

、

環

境

大

臣

の

認

定

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

当

該

処

理

の

内

容

が

、

一

般

廃

棄

物

の

減

量

そ

の

他

そ

の

適

正

な

処

理

の

確

保

に

資

す

る

も

の

と

し

て

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

す

る

こ

と

。
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二

当

該

処

理

を

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

（

そ

の

委

託

を

受

け

て

当

該

処

理

を

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

を

含

む

。

次

項

第

二

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

す

る

こ

と

。

三

前

号

に

規

定

す

る

者

が

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

す

る

施

設

を

有

す

る

こ

と

。

２

前

項

の

認

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

環

境

省

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

申

請

書

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

書

類

を

環

境

大

臣

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

並

び

に

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

代

表

者

の

氏

名

二

当

該

認

定

に

係

る

処

理

を

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

及

び

当

該

処

理

の

用

に

供

す

る

施

設

３

～

７

（

略

）

８

前

各

項

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、

第

一

項

の

認

定

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

政

令

で

定

め

る

。

（

事

業

者

の

処

理

）

第

十

二

条

事

業

者

は

、

自

ら

そ

の

産

業

廃

棄

物

（

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

を

除

く

。

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

を

除

き

、

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

運

搬

又

は

処

分

を

行

う

場

合

に

は

、

政

令

で

定

め

る

産

業

廃

棄

物

の

収

集

、

運

搬

及

び

処

分

に

関

す

る

基

準

（

当

該

基

準

に

お

い

て

海

洋

を

投

入

処

分

の

場

所

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

産

業

廃

棄

物

を

定

め

た

場

合

に

お

け

る

当

該

産

業

廃

棄

物

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

投

入

の

場

所

及

び

方

法

が

海

洋

汚

染

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

き

定

め

ら

れ

た

場

合

に

お

け

る

そ

の

投

入

の

場

所

及

び

方

法

に

関

す

る

基

準

を

除

く

。

以

下

「

産

業

廃

棄

物

処

理

基

準

」

と

い

う

。

）

に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

～

（

略

）

1 1

（

事

業

者

の

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

に

係

る

処

理

）
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第

十

二

条

の

二

事

業

者

は

、

自

ら

そ

の

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

の

運

搬

又

は

処

分

を

行

う

場

合

に

は

、

政

令

で

定

め

る

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

の

収

集

、

運

搬

及

び

処

分

に

関

す

る

基

準

（

当

該

基

準

に

お

い

て

海

洋

を

投

入

処

分

の

場

所

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

を

定

め

た

場

合

に

お

け

る

当

該

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

投

入

の

場

所

及

び

方

法

が

海

洋

汚

染

及

び

海

上

災

害

の

防

止

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

き

定

め

ら

れ

た

場

合

に

お

け

る

そ

の

投

入

の

場

所

及

び

方

法

に

関

す

る

基

準

を

除

く

。

以

下

「

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

処

理

基

準

」

と

い

う

。

）

に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

～

（

略

）

1 2

（

産

業

廃

棄

物

の

広

域

的

処

理

に

係

る

特

例

）

第

十

五

条

の

四

の

三

環

境

省

令

で

定

め

る

産

業

廃

棄

物

の

広

域

的

な

処

理

を

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

（

当

該

処

理

を

他

人

に

委

託

し

て

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

を

含

む

。

）

は

、

環

境

省

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

に

も

適

合

し

て

い

る

こ

と

に

つ

い

て

、

環

境

大

臣

の

認

定

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

当

該

処

理

の

内

容

が

、

産

業

廃

棄

物

の

減

量

そ

の

他

そ

の

適

正

な

処

理

の

確

保

に

資

す

る

も

の

と

し

て

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

す

る

こ

と

。

二

当

該

処

理

を

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

（

そ

の

委

託

を

受

け

て

当

該

処

理

を

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

を

含

む

。

次

項

第

二

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

が

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

す

る

こ

と

。

三

前

号

に

規

定

す

る

者

が

環

境

省

令

で

定

め

る

基

準

に

適

合

す

る

施

設

を

有

す

る

こ

と

。

２

前

項

の

認

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

環

境

省

令

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

申

請

書

そ

の

他

環

境

省

令

で

定

め

る

書

類

を

環

境

大

臣

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

並

び

に

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

代

表

者

の

氏

名

二

当

該

認

定

に

係

る

処

理

を

行

い

、

又

は

行

お

う

と

す

る

者

及

び

当

該

処

理

の

用

に

供

す

る

施

設
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３

第

九

条

の

九

第

三

項

の

規

定

は

第

一

項

の

認

定

に

つ

い

て

、

同

条

第

四

項

及

び

第

五

項

の

規

定

は

第

一

項

の

認

定

を

受

け

た

者

（

そ

の

委

託

を

受

け

て

当

該

認

定

に

係

る

処

理

を

業

と

し

て

行

う

者

（

前

項

第

二

号

に

規

定

す

る

者

で

あ

る

者

に

限

る

。

）

を

含

む

。

）

に

つ

い

て

、

同

条

第

六

項

の

規

定

は

第

一

項

の

認

定

を

受

け

た

者

に

つ

い

て

、

同

条

第

七

項

及

び

第

八

項

の

規

定

は

第

一

項

の

認

定

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

四

項

中

「

第

七

条

第

一

項

又

は

第

六

項

」

と

あ

る

の

は

「

第

十

四

条

第

一

項

若

し

く

は

第

六

項

又

は

第

十

四

条

の

四

第

一

項

若

し

く

は

第

六

項

」

と

、

「

一

般

廃

棄

物

」

と

あ

る

の

は

「

産

業

廃

棄

物

又

は

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

」

と

、

同

条

第

五

項

中

「

第

七

条

第

十

三

項

、

第

十

五

項

及

び

第

十

六

項

、

第

七

条

の

五

」

と

あ

る

の

は

「

第

十

四

条

第

十

二

項

、

第

十

三

項

及

び

第

十

五

項

並

び

に

第

十

四

条

の

三

の

三

又

は

第

十

四

条

の

四

第

十

二

項

、

第

十

三

項

、

第

十

五

項

及

び

第

十

六

項

並

び

に

第

十

四

条

の

七

」

と

、

「

一

般

廃

棄

物

収

集

運

搬

業

者

又

は

一

般

廃

棄

物

処

分

業

者

」

と

あ

る

の

は

「

産

業

廃

棄

物

収

集

運

搬

業

者

若

し

く

は

産

業

廃

棄

物

処

分

業

者

又

は

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

収

集

運

搬

業

者

若

し

く

は

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

処

分

業

者

」

と

読

み

替

え

る

ほ

か

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

関

し

必

要

な

技

術

的

読

替

え

は

、

政

令

で

定

め

る

。


